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保育事業展開の経緯

私ども社会福祉法人フルホープは、平成２７年４月１日にさいたま市西区指扇にて「特別養護老

人ホーム フォレスト指扇」の高齢者介護施設を開設させて頂きました。これまでの運営の中か

ら、高齢者と子どもたちとの「ふれあい」が、高齢者にとっても、子どもたちにとっても、「優

しさ」や「思いやり」そして「元気」を与えてくれることを実感しておりました。

この度、さいたま市浦和区で保育園事業の開設機会を得ることができましたので、当法人のその

良さ（ふれあい）を活かした「地域に喜ばれる保育園」を築いていきたいと考え、開設をさせて

頂く運びとなりました。

保育理念の思い

「社会で強く生きていくための『人間力』の基礎を育てる」という理念を掲げさせて頂いた理由

は、社会に出て、周囲から「好まれ信頼される存在価値の高い人」となり、長期的、継続的に好

ましい状態を得られる「幸せな人生」を送って頂きたいと願ったからです。長期的、継続的に好

ましい状態に導く土台は『人間力（＝人格）』です。その『人間力（＝人格）』の土台は、幼少

期に築かれていくと言っても過言ではありません。個性も大切ですが、私ども浦和いろは保育園

では、個性を活かす『人間力（＝人格）』の基礎を育て、ともだちから「好まれ」、ともだちが

「集まる」園児を育てていきます。

はじめに
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社会福祉法人フルホープについて

◼ 法人は職員を大切に、職員はお客様を大切にする

◼ 最高の満足を感じて頂けるサービスを常に提供する

◼ 社会から求められる法人を築く

◼ 安心して暮らせる街づくりを実現する

社会福祉法人フルホープ

331-0047 

埼玉県さいたま市西区指扇1277-11 

2013年9月10日

竹中延公

第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム

第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業

保育所

一時預かり事業

http://www.fullhope.jp/

法人概要

定員 32名

生活介護

定員 6名

短期入所

施設名

所在地

開設日

特別養護老人ホーム フォレスト指扇

331-0047 

埼玉県さいたま市西区指扇1277-11 

2015年4月1日

定員

入所施設

110名
法人名

所在地

設立

理事長

事業内容

HP

介護事業 法人理念
施設概要

施設名

所在地

開設日

障害福祉サービス事業所 ウェントス指扇

331-0047 

埼玉県さいたま市西区指扇1395-1  

2014年4月1日
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保育園概要

名称 浦和いろは保育園

所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤8-15-9

電話番号 048-826-5407
048-826-5427（FAX）

法人設立年月日 2013年9月10日

開園年月日 2019年4月1日

園長氏名 名塚 淳子

保育事業の種類 乳児保育
一時預かり事業

嘱託医（内科） 金子 隆 （医療法人すずき小児科）

嘱託医（歯科） 鈴木 明子（すずき歯科医院）
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園児定員・アクセス

アクセス

交通手段

所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤8-15-9

電車／浦和駅（京浜東北線、宇都宮線、高崎線）よりバス5分
北浦和駅（京浜東北線）より徒歩15分
南与野駅（埼京線）より徒歩17分

園児定員 0歳児 8名 3歳児 20名

1歳児 15名 4歳児 21名

2歳児 15名 5歳児 21名

計 100名

一時保育定員

8名
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外観
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1階 平面図

7

木造3階建て 1階 特養部分、保育部分

  2階 特養部分

  3階 特養部分

特養部分 保育部分



平面図（保育室、園庭）について
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エントランス

0歳・1歳保育室

女子更衣室
男子

更衣室

多目的

トイレ

職員室

2歳児保育室

3歳児保育室

4歳児保育室

5歳児保育室

幼児用

トイレ

幼児用

トイレ

倉庫

カウンター⇒

倉庫 会議

休憩室

沐浴・トイレ

特養スペース

厨房

調乳室

光庭

一時保育室

畳コーナー

収納

収納

収納

収納

医務コーナー

園庭

0歳・1歳保育室 92.17㎡

2歳児保育室 30.31㎡

3歳児保育室 45.96㎡

4歳児保育室 48.89㎡

5歳児保育室 48.39㎡

一時保育室 22.62㎡

園庭 272.93㎡

※自家用車での登園はお控えください。

徒歩・自転車・公共交通機関での登園にご協力ください。



施設の概要

敷地面積 540.02㎡

構造・規模 木造３階建 延床面積5,359.2㎡
（保育所部分591.39㎡）
（特別養護老人ホームとの併設になります）
屋外遊戯場面積272.99㎡

施設の内容 乳児室・ほふく室 0歳・1歳 92.17㎡
保育室 2歳   30.31㎡

3歳   45.96㎡
4歳   48.89㎡
5歳   48.39㎡

園庭   272.93㎡

設備の種類 冷暖房

保険 施設賠償責任保険加入
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非常災害時の対策・防犯対策
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避難訓練 火災および地震、水害を想定した訓練を各月１回実施

防災設備
自動火災探知機・煙感知器、誘導灯・防火シャッター・
2方向避難

防犯設備 セキュリティーカメラ・正門電気錠（オートロック）

避難場所

第1避難場所：特別養護老人ホームフォレスト浦和（同敷地
内）
第2避難場所：さいたま市立仲町小学校（浦和区常盤8-18-
4）
第3避難場所：埼玉大学附属小学校（浦和区常盤6-9-44）

消防計画作成 作成届出書、浦和消防署、平成31年3月1日届出

※ 別途、定める消防計画書により対応いたします。



保育事業の理念と方針

理念

保育方針

社会で強く生きていくための『人間力』の基礎を育てる
⇒私たちの保育園では、保育活動を活き活きと過ごしてもらい、その活動の中から社会性・主体性・向上心・想像力・思いやり
を育てていきます。そして、周囲から『好まれ信頼される人間力』の基礎を築きます。

社会性 主体性

安心安全

想像力

興味関心への気づき
持続と発展を促す楽しさ

全ての活動において「興味関心」を持ち、全ての活動において
「楽しさ」を感じ、「持続」と「発展」ができる子どもに育てま
す。

保育園の環境整備

安心安全：安心して過ごせる環境
⇒安全性の高い環境を整え、安心して園生活が送れるよう配慮します。

人間力の創造

①社会性：友だちと仲良く遊ぶ
⇒さまざまな人とかかわることの喜びを知りながら、楽しく遊べる
子ども

②主体性：自分で考え、進んで行動
⇒自分から進んで物事に取り組む態度を持ち、意欲をもって最後まで
がんばる子ども

③向上心：なりたい自分を描いた行動
⇒自分の興味関心を明確にし、それにトライしていく子ども
④想像力：活動を通じてたくさんの発見
⇒遊びや活動を通じて、たくさんの体感から新たな発見を生み出す、
想像力豊かな子ども

⑤思いやり：相手のことを考え、思いやりのある行動
⇒自分の考えだけで行動せず、相手のことを思い行動する子ども
（高齢者とのふれあいも大切にする子ども）

思いやり

向上心
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保育理念5項目の構造化

『人間力』の想像に向けて必要な要素

・『人間力』の基礎である保育理念5項目を身に付けていく
園生活の最大6年間で保育理念5項目を身に付けるためには、どの要素が必要なのか
必要な要素を把握することで、普段の保育の環境設定や言葉かけにつなげる

テーマ 卒園時の子どもの姿 成長により見られる姿

社会性
ともだちと仲良く遊ぶ
⇒さまざまな人とかかわることの喜びを知りながら、
楽しく遊べる子ども

友だちの思いに心を傾けられる

集団活動を楽しむことができる

仲間から認められたいとの思いを持てる

主体性
自分で考え、進んで行動
⇒自分から進んで物事に取り組む態度を持ち、意欲を
もって最後までがんばる子ども

進んで自分からやろうとする

自分で物事を考える習慣を持てる

自分の行動に責任をもつことができる

向上心
なりたい自分を描いた行動
⇒自分の興味関心を明確にし、それにトライしていく
子ども

自分の行動を客観的に知ることができる

一度決めたことを最後までやりとげられる

なりたい自分をイメージすることができる

想像力
活動を通じてたくさんの発見
⇒遊びや活動を通じて、たくさんの体感から新たな発見を
生み出し、想像力豊かな子ども

5感を刺激するような体験を持てる

様々な場面で様々な素材を用い自由に表現する

イメージを友だちと共有する

思いやり
相手のことを考え、思いやりのある行動
⇒自分の考えだけで行動せず、相手のことを思い行動する
子ども（高齢者とのふれあいも大切にする子ども）

友だちの行動、思いに気づける

友だちに対して想いめぐらすことができる

相手の立場や気持ちを理解しようとできる 12



周囲から『好まれ信頼される人間力』の基礎を築くために

保育園での活動 自宅での活動

保育園
スタッフ ご両親

●良い部分は、更に向上させていく活動に繋げる
●革新すべき部分は、変化の必要性への気づきを与え、革新の活動に繋げる

日常生活の活動

社会性

主体性

想像力

思いやり

向上心

５つの要素の視点から
『良い部分』と『革新
すべき部分』を発見
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浦和いろは保育園 施設名への思い

いろは：子どもたちのとっての初歩、手習いの見本

いろは
1.いろは歌四十七字の最初の三字。その総称。
2.初歩。

向上心 想像力 思いやり 社会性 主体性 クラス名

就学
前

5歳児 自分から進んで
物事に取り組む だいち

4歳児 友だちとの
関わりを楽しむ つむぎ

3歳児 相手の思いを
知ろうとする ひなた

2歳児 あらゆるもの
に興味を持つ しずく

1歳児 自分でやろうと
いう意欲をもつ わかば

0歳児 いぶき
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開園日・開園時間及び休園日

月曜日から土曜日まで
開園日

7時00分から20時00分まで開園時間

短時間認定 7時00分から8時29分 16時31分から20時00分

標準時間認定 18時01分から20時00分まで

延長保育

日曜日、国民の祝日

年末年始（１２月２９日から１月３日）
休所日
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延長保育について

延長保育登録児の延長保育料は月額3,000円となります。
但し、市区町村の規程により免除・減額されるものを除きます。

延長保育登録児以外の園児の保育が18時01分以降に及ぶ時は、30分
以内ごとに300円が超過保育料として発生いたします。
（短時間認定 7:00~8:29/16:31~20:00も同様に延長保育料が
発生いたします。）

延長保育料

延長保育が18時30分を過ぎる場合には、栄養補給のため補食（お菓子
程度）を18時30分ごろに提供いたします。
補食一回につき、補食料として100円が発生いたします。

16

補食については、希望調査を取り18時30分前後のお迎えの場合は、
希望によって補食を提供せず、お迎えをお待ちする場合もございます。



保育標準時間・保育短時間
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保育の必要量によって、保育時間が『保育標準時間』と『保育短時間』の2種類に分かれます。

a 『保育標準時間』認定＝最長11時間（フルタイム就労を想定した利用時間）

b 『保育短時間』認定＝最長８時間（パートタイム就労を想定した利用時間）

 引用：内閣府 すくすくジャパン 子ども・子育て支援制度

保育標準時間と保育短時間は1か月あたりの勤務時間によって決まります。1か月の就労時間が120時
間以上の場合は保育標準時間。120時間未満の場合が保育短時間です。お父様、お母様の勤務時間の
短い方で算定されます。

浦和いろは保育園ではコアタイム（8時間保育実施時間）を『8:30~16:30』と定めております。

短時間認定の方は、その時間を過ぎると延長保育となります。

7:00 18:00 20:00

保育標準時間

保育短時間 延長保育

7:00
8:29

16:30 20:00

8時間

11時間 延長保育

延長保育

8:30



職員体制

職名 人数

園長 1名

主任保育士 1名

保育士 14名

看護師 1名

栄養士 1名

調理員 2名

短時間保育士など 6名

嘱託医 2名

しばらくは慣れない環境で泣いてしまうこともあるかもしれません。
登園時、保育士一同笑顔でお出迎えさせていただきます。

どうか大切なお子様を安心してお預けください。

年児 担任保育士

0歳児 3名

1歳児 3名

2歳児 3名

3歳児 2名

4歳児 1名

5歳児 1名
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一日の流れ

時間 0歳児 1～2歳児 3歳児以上

7:00 順次登園 順次登園 順次登園

8:30 登園・健康観察 登園・健康観察 登園・健康観察

9:00 自由あそび 自由あそび 自由あそび

9:30 おやつ おやつ

10:00 主活動 主活動 主活動

10:30 離乳食

12:00 昼寝 食事 食事

13:00 昼寝 昼寝

14:30 離乳食

15:00 めざめ・おやつ めざめ・おやつ めざめ・おやつ

16:00 自由あそび
自由あそび・帰りの

会
自由あそび・帰りの

会

17:00 順次降園 順次降園 順次降園

18:01 延長保育 延長保育
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年間行事予定

春 夏

秋 冬

☆卒園式

☆入園式

クラス懇談会（全クラス）

入園・進級を祝う会

子どもの日集会

お弁当の日（３～5歳児）

☆保育参加（個人面談）

内科健診

歯科健診

七夕 水遊び

★夏祭り

☆保育参加（個人面談）

敬老会 ★運動会

年長組保護者会

ハロウィン

お弁当の日（１～5歳児）

内科健診 年長組遠足

☆保育参加（個人面談）

★発表会

クリスマス会

新年子ども会

クラス懇談会（０～４歳児）

節分 ひなまつり集会

☆保育参加（個人面談）

毎月 誕生会 避難訓練 身体測定 0歳児健診

20
★親子参加行事 ☆該当年児のみ親子参加行事



給食について

当園の給食

昼食・おやつ

アレルギ－などへの対応

衛生管理など

•集団給食施設届出を保健所へ提出済みです。

•全職員、毎月検便を行っています。

•電解水発生装置を設置し、食材の洗浄、器具の殺菌・洗浄に用いています。

•保育園の給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、安全でおいし
い給食を目指しています。栄養士作成の栄養バランスを考えた和食を中心と
した献立を取り入れています。

•保育園ではいろんな食材を食べる機会があります。栄養士による食育や普段
の給食でも苦手な食材も自分から食べてみようという意欲を育てます。

保護者の方へは、毎月月末に翌月の献立表をお配りします。

アレルギ－が疑われる場合、保育所等におけるアレルギー疾患生活管理表を医
師に記入していただき、提出をお願いいたします。また、アレルギー解除時に
は除去解除申請書を提出していただきます。
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幼児給食提供について

幼児に対する給食の提供にかかる事項について

給食の費用について

給食費の減免について

1 疾病等によりやむを得ず主食を持参する場合の主食費は免除とする。

2 2週間前までに1週間以上長期欠席する旨の申出により、予め利用しない日

    を把握し、配食準備に計画的に反映できる場合は、給食費を該当期間分免

除する。

3 月の途中での退園は、退園日から月末までの日数が月の半数を超える場合

  に月額の½を減免する。

1 主食及び副食から成る「給食（※１）」の提供を受けること。

※１「給食」とは、教育保育給付認定の保育時間内に提供される食事をいう。

2 給食の費用について、現金による納付を原則とすること。

1 給食費は、月額6,300円とする。（主食費1,800円、副食費4,500円）

2 給食費は、主食と副食の提供、月額による徴収を原則とする。
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入園時に必要な書類など

住居を確認するもの。１

保護者の連絡先を明示するもの。２

児童の体調を確認するもの。
（病歴、予防接種の記録、アレルギーなど）

３

児童の嗜好や生活習慣を知るもの。４

※1,２は児童調査票に3,４は健康の記録に記入していただきます。

※上記書類は、さいたま市より入園が決まり次第、当園より郵送させていただきます。
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保護者の負担について

毎月かかる費用
  ・保育料（0，1，2歳児）… 住民税をもとに算定されます。

・給食費… 主食費1,800円 副食費4,500円 計6,300円

入園時にご購入いただくもの
*カラー帽子…960円（税込） 教材…別紙参照

入園時にご用意いただくもの（0～2歳児クラス）
  ・通園バック ・おむつ、お尻拭き（サブスクあり） ・戸外遊び用靴（避難靴）

・口拭タオル、食事用エプロン（サブスクあり） ★午睡用バスタオル（サブスクあり）

・着替え ・ビニール袋 ※詳細は別紙資料による

*金額は変更する場合がございます。
★印は週末にお持ち帰りいただきます。

入園時にご用意いただくもの（3～5歳児クラス）
  ・通園リュック ・水筒    ・着替え

・コップ ★午睡用バスタオル（サブスクあり）※詳細は別紙資料による
・ビニール袋 ★上履き  

◎使用したオムツは園で処理いたします。
24



保育園のご利用に際し留意していただくこと①

• 登園は7時00分から9時15分までにお願いします。

• 9時20分よりクラス活動が始まります。

登園時間

当日に欠席の連絡、登園が遅れることを連絡する場合、8時から9時までに電話またはア
プリにて保育園にご連絡ください。

欠席する場合、または登園の時間が遅れる場合

• お迎えが遅れる場合,早まる場合は、必ず電話連絡をお願いします。

 ※アプリでの連絡不可。

お迎え時間が変わる場合

お子様の体調を知るために、ご家庭での検温を必ずお願いします。登園時に、不調または
高熱が疑われる場合は、職員が検温をさせていただきます。

ご家庭で ①機嫌の善し悪し ②食欲の有無 ③発熱の有無 ④排便の状態など、

いつものお子様と様子が異なっている場合は電子連絡帳にてお知らせください。

毎朝の検温、体調の確認

25



保育園のご利用に際し留意していただくこと②

感染症の診断を受けた際は、必ず園にご連絡をお願いいたします。

登園再開後に「感染症届」をお渡ししますので、保護者様に記入してい
ただきます。（次ページ参照 子どものかかりやすい感染症）
・登園停止となる感染症

インフルエンザ、コロナ、麻疹、風疹、水疱瘡など
・登園停止にはならない感染症

手足口病、溶連菌感染症など

感染症について

朝の検温で37.5℃以上ある場合、登園を控えていただくことが望
ましいです。また、登園後37.5℃を超えた場合、お迎えの連絡を
させていただきます。

発熱のある場合

医療行為にあたるため、原則として与薬は行いません。飲み薬は
主治医に一日２回の処方などを依頼していただきますようお願い
いたします。

与薬について

26



感染症一覧（登園停止になる病気）※所定の感染症届に記入が必要となります。

27

病名 潜伏期間 主症状 感染経路 出席停止の基準

登
園
停
止
に
な
る
感
染
症

インフルエンザ 1日～4日

発熱、頭痛、鼻水、くしゃみ、
筋肉痛、倦怠感、咳。

飛沫感染
接触感染

解熱後、3日経過するまで。
医師の診断により、伝染の恐れが
ないと認められるまで。

百日咳 7日～10日

鼻水、くしゃみ。始め風邪の様な咳が出て、
やがて長く続くかん高い咳、呼吸困難。

飛沫感染
接触感染

特有の咳が消えるまで。
医師の診断により、伝染の恐れが
ないと認められるまで。

麻疹
（はしか）

8日～12日

発熱、鼻水、咳、眼の充血、涙眼。熱は、
続き、口の中にコブリック班が出来る。
顔面、身体全体に赤い発疹。

空気感染
飛沫感染
接触感染

解熱後、3日経過するまで。医師の
診断により、登園しても差し
支えないと認められるまで。

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

2週間～3週間

耳の下（耳下腺）あごの下（顎下腺）が
腫れて痛む。初期に腹痛、嘔吐、発熱。
乳児では感染していても症状が現れない
こともある。

飛沫感染
接触感染

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の
腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ健康状態が良好になるまで。

風疹
（三日はしか）

2週間～3週間

発熱と同時に発疹。眼の充血。リンパ節が
腫れる。

飛沫感染
接触感染

発疹が消失するまで。
医師の診断により、登園しても
差し支えないと認められるまで。

水痘
（水ぼうそう）

2週間前後

頭皮、口の中、手足にポツンと水をもった
赤い発疹が出る。その後全身に出る。発熱
しない場合もある。

飛沫感染
接触感染

すべての発疹が痂皮化するまで。
医師の診断により、登園しても
差し支えないと認められるまで。

咽頭結膜炎
（プール熱）

4日～7日

発熱、咽頭痛、眼の充血、目やに。
3日～4日で解熱。

飛沫感染
接触感染
経口感染

主要症状が消退した後、2日経過
するまで。医師の診断により、登園し
ても差し支えないと認められるまで。

流行性角結膜炎
（はやり目）

2日～14日
目やに、充血、涙目、まぶたの晴れと痛み。

接触感染

主要症状が消失するまで。
医師の診断により、登園しても差し支
えないと認められるまで。

急性出血性結膜炎
（アポロ病）

1日前後

急性結膜炎で結膜出血が特徴。突然の強い
目の痛み。異物感、結膜の充血、結膜下の
充血。

接触感染

医師の診断により、登園しても差し支
えないと認められるまで。

O-157
（腸管出血性大腸菌感染症）

3日～4日

腹痛、下痢、血便、吐き気、嘔吐、発熱
を伴う場合もある。

経口感染
接触感染

症状が治まり、投薬治療が終了し、
2回の検便検査によって菌陰性が
確認されるまで。



感染症一覧（登園停止にならない病気） ※所定の感染症届に記入が必要となります。
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病名 潜伏期間 主症状 感染経路 出席停止の基準

登
園
停
止
に
な
ら
な
い
感
染
症

溶連菌感染症 2日～5日

突然の高熱、のどの痛み、嘔吐。1日ほどして
全身に細かい赤い発疹が出る。3日～4日
経つと紅い舌になるのが特徴。

飛沫感染
接触感染

抗菌薬内服後24～48時間を経過するま
で。

手足口病 3日～6日

手、足、口腔内に水疱が出来る。発熱は
軽度。口内炎がひどく食事が出来ない事も
ある。

飛沫感染
接触感染
経口感染

発熱がなく、普段の食事がとれるまで。

伝染性紅斑
（リンゴ病）

4日～14日

両頬に紅斑、四肢の紅斑性湿疹、頬に発疹が現
れる7日～10日前に微熱・かぜの症状が
現れることが多い。

飛沫感染

医師の診断により、登園しても
差し支えないと認められるまで。

伝染性膿痂疹
（とびひ）

2日～10日

虫刺され等を掻きこわして、細菌が付き
水疱、膿疱となる。強い痒み。 接触感染

皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が
覆える程度になるまで。

突発性発疹 約10日

急に高熱が出て、3日～4日続く。熱が
下がると同時に全身に細かい発疹が出る。 飛沫感染

解熱後1日以上経過し、全身状態が
良くなるまで。

感染性胃腸炎
ロタ 1日～3日
ノロ 1日～2日

嘔吐。下痢。（乳幼児は白色調であることが多
い。）発熱。 接触感染

経口感染

症状が治まり、普段の食事がとれるま
で。

ヘルパンギーナ 3日～6日

発熱、喉の痛み、口の中に赤い発疹、
喉の痛みで食事・飲水が出来ない事がある。

飛沫感染
接触感染
経口感染

発熱がなく、普段の食事がとれるよう
になるまで。

RSウイルス感染症 4日～6日

発熱、咳、鼻水。重症化することもある。
飛沫感染
接触感染

重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態
がよくなるまで。

マイコプラズマ肺炎 2週間～3週間

咳、痰、発熱、頭痛。発疹、中耳炎を伴う
事もある。 飛沫感染

主症状がほとんど消失し、医師の
診断により、登園しても差し支え
ないと認められるまで。



健康診断について

0歳児 毎月1回、嘱託医が健診します。

全園児

年2回、嘱託医による内科健診を行います。
年1回、嘱託医による歯科検診を行います。

健診の結果については、後日お知らせいたします。

毎月1回、身体測定を行います。

その他
お子様の日頃の様子でご心配なことがありましたら、
保育園にご相談ください。
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緊急時の対応について

保育中に容態の変化などがあった場合、あらかじめ保護者が指定し
た緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医または主治医に連絡を取るなど必
要な措置を講じます。

保護者と連絡が取れない場合は、乳幼児の身体の安全を最優先させ、
看護師の指示のもと当園が責任を持ってしかるべき対処を行います
ので、あらかじめご了承ください。

嘱託医（内科） すずき小児科
さいたま市浦和区仲町1-6-6うらわメディカルビル3階

TEL ０４８－８２４－２５０５

嘱託医（歯科） すずき歯科医院
さいたま市浦和区仲町1-6-6うらわメディカルビル４階

TEL ０４８－８２２－５０８０
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保護者と保育園の連絡について

●電子連絡帳の活用
浦和いろは保育園では、
子どもたちが成長していく過程を共有していくため、毎日健康で元
気に過ごすためには保護者と保育園が十分にコミュニケーションを
取り、協力し合うことが大切であると考えております。
保育園での状況やご家庭での状況を相互連絡し合うために、電子連
絡帳を活用します。
人間力の5つのテーマでの成長を共有し、
体温、体調、食事、遊び、覚えたこと、排便状況など、お子様のご
家庭での様子もできるだけ詳しくお知らせください。

●月のおたよりの発行
毎月１回、園だより、クラスだより、給食だより、保健だよりを発
行します。行事や連絡事項、注意事項などをお知らせします。
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保育システムの導入について

※浦和いろは保育園では保育士の業務負担軽減と登園降園管理のため、
保育システムを導入いたします。

システム名：チャイルドケアウェブ
社名 ：ＣＨＳ子育て文化研究所有会社
本社所在地：埼玉県入間市豊岡１丁目８番地３１号 落合ビル５階
電話 ：04-2965-8895
FAX ：04-2965-8896

32

※4月に園児一人ひとりにそれぞれのQRコードを貼り付けた
「送迎者証明証」を配布いたします。
登園降園の際、リーダーにQRコードをかざして下さい。
システムに時間が記録されます。

※当システムを利用しご家庭と園との連絡を円滑に行うため電子連絡帳を導入
しました。登録方法等の詳細につきましては右記のQRコードを読み取り、
ご確認ください。



集金システムについて
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保護者の皆様と園側双方の対応負担を軽減し、より良い園運営に繋げるために、
当園では「enpay（エンペイ）」という、LINEを活用した決済サービスを導入しております。
みなさまにはLINE公式アカウントを登録していただき、スマートフォンからお支払いいただきます。

■安心・安全のセキュリティ
保護者のLINEアカウントが、サービス運営会社や施設側に知られてしまう事はございません。
お客さまからお預かりした情報資産を、あらゆる脅威から保護するための情報セキュリティ
管理に取り組んでいます。

■ 毎月LINEに請求メッセージが届きます。

エンペイLINE公式アカウントを通じて請求が届きます。請求明細や過去のお支払い履歴もスマ
ートフォンから確認できます。

■ お好きな決済方法でお支払いください。

クレジットカードや、コンビニ、PayPayなど豊富な決済手段があります。

各種ポイントを貯めることができます。

【LINE登録のお願い】

入園後IDとパスワードが記載された別紙を配布いたしますのでご確認下さい。

LINEをご利用されていない方には、紙の請求書で対応いたします。

公式サイト：https://enpay.co.jp/top/

※LINEの登録については入園後改めてご案内させて頂きます。

・ご入園時にご登録いただき、月末締め翌月10日前後にご請求申し上げますので、

請求月の26日までにお支払いをお願いいたします。

https://enpay.co.jp/top/


見守りカメラ設置について
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当園では、園児たちの安全確保の強化とより質の高い保育を提供するため環境整備の
一環として園内に見守りカメラを導入しております。

（１）導入目的

１.防犯対策の強化：不審者の侵入防止や万が一の事案における状況確認。

２.安全管理の徹底：園児が怪我をした際などの状況を正確に把握し、再発防止に役立てます。

３.保育の質の向上：記録された映像を職員の研修などに活用し、保育内容の振り返りや改善につなげます

（２）設置場所
設置場所：保育室（いぶき組～だいち組）

※トイレなどプライバシーに深く関わる場所には設置しておりません。

（３）プライバシーの保護と映像データの管理

映像の利用目的の限定：映像は上記の導入目的のみに使用し、その他の目的での利用は

一切いたしません。

データの厳重な管理：映像データは園長（または管理責任者）の厳重な管理のもと、

施錠可能な場所に保管され、限られた関係者のみが

アクセスできるよう必要な措置を講じます。

また、必要に応じて記録を確認できるものとします。

保存期間：映像の保管期間は1ヶ月とし、期間経過後は自動的に消去致します。

外部への提供の禁止：法令に基づく場合や警察等の公的機関からの正式な照会があった

場合を除き映像データを第三者へ提供することは一切ありません。



保育事業保険の加入について

●保育園児等傷害保険

死亡・後遺障害 1,200,000円 入院保険金日額 3,000円
外来の手術   15,000円 入院中の手術  30,000円
通院保険金日額  2,000円

●保育園賠償責任保険

対人賠償 1,000,000,000円
対物賠償   10,000,000円

保育園の施設管理・業務遂行・提供した飲食物などに起因する事故により、園児や第三者の身体に
障害を与えた場合や、財物に損壊を与えた場合に、保育園が損害賠償責任を負担する場合の保険と

なります。

保育園の管理下および通園途上（登園・降園の両方）における園児のケガを保証する保険で保育園

の損害賠償責任の有無に関係なく保険金支払いの対象になります。
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虐待の防止のための措置に関する事項

職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。

（１）当園は、当園を利用する子どもの人権擁護・虐待の防止のため
に必要な体制を整備し、職員による虐待等の行為の禁止、虐待防止や
人権に関する啓発のための職員研修の実施など、児童虐待防止に必要
な措置を講じます。

（２）職員または養育者による子どもへの虐待を発見した場合には、
児童虐待の防止等に関する法律の定めに従い、さいたま市・浦和区・
児童相談所等の適切な機関に通報します。
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保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情

浦和いろは保育園
相談・苦情対応

◆ 相談・苦情受付担当者：主任
TEL 048-826-5407

◆ 相談・苦情解決責任者：園長
TEL 048-826-5407

◆ 第三者委員
・山口 智世子（民生委員）

 TEL 048-633-6228
・武田 友宏（法人監事）

 TEL   080-6526-7613
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一時保育『げんき』組について

両親の病気や入院、災害、事故等により、緊急・一時的に家庭での保育ができない
ときや、週3日以内の仕事を持ち断続的に保育ができないとき、リフレッシュ（月1
回程度）したいときにお子さんをお預かりします。

一時保育事業とは

一時保育利用料について

一時保育 概要

開所日 ：月曜日から金曜日（祝日、年末年始除く）
開所時間：午前9時00分から午後5時00分（月・金は13時まで）
定 員 ：６名
対 象 ：満1歳以上（４月２日現在の年齢で計算させていただきます）就学前まで

38

利用料パターン 3歳～5歳 1歳・2歳

１） 9:00～17:00 ¥3,800 ¥4,400

２） 9:00～15:00 ¥2,850 ¥3,300

３） 9:00～13:00 ¥1,900 ¥2,200

給食代 ¥350

おやつ代午前 ¥50

おやつ代午後 ¥50
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